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第
５
期

計
画

介
護
予
防
と
生
き
が
い
づ
く
り
を
す
す
め
ま
す

地
域
で
の
見
守
り
を
充
実
し
て
い
き
ま
す

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
を
整
え
て
い
き
ま
す

高
齢
者
保
健
福
祉

介
護
保
険
事
業

方　針

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

第４期計画 第６期計画第５期計画
（本計画）見直し 見直し

１
．
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保

　
　
険
事
業
計
画
と
は

　
高
齢
者
を
取
り
ま
く
課
題
に
対
し
、

解
決
す
る
方
策
と
目
指
す
目
標
を
定

め
、
具
体
的
に
施
策
を
展
開
し
て
い
く

た
め
の
計
画
で
す
。

　
高
齢
者
福
祉
全
般
に
関
す
る
「
高
齢

者
保
健
福
祉
計
画
」
と
介
護
保
険
事
業

に
関
す
る
「
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を

一
体
の
計
画
と
し
て
策
定
し
ま
す
。

２
．
計
画
の
位
置
づ
け

　
こ
の
計
画
は
市
政
運
営
の
方
向
性
を

定
め
る
「
第
５
次
留
萌
市
総
合
計
画
」

に
基
づ
い
て
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
市
の
保
健
福
祉
を
包
括
す
る

「
留
萌
市
地
域
福
祉
計
画
」
の
部
門
別
計

画
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
法
的
な
位
置
づ
け
と
し
て
は
「
高
齢

者
保
健
福
祉
計
画
」
が
老
人
福
祉
法
第

20
条
の
８
に
、「
介
護
保
険
事
業
計
画
」

は
介
護
保
険
法
第
１
１
７
条
に
よ
り
、

策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

計
画
の
概
要

※平成２１～２３年度は、住民基本台帳９月末人
　口。平成２４年以降は、男女年齢別人口を、人
　口動態や移動率の仮定値を当てはめて将来人口
　を計算する「コーホート要因法」により、平成
　１７年国勢調査人口を基準人口として推計した
　人口を平成２３年９月末実績で修正した人口
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１
．
高
齢
者
人
口
と
高
齢
化
率
の
推
移

　
市
の
総
人
口
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
平
成
26
年
度
に
は
、
平
成
21
年
度

と
比
較
し
、
２
，
８
１
３
人
減
少
し

２
２
，
５
０
３
人
に
な
る
と
推
計
さ
れ

ま
す
。

　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
増
加
傾

向
に
あ
り
、
平
成
26
年
度
の
高
齢
化
率

は
32
％
に
な
る
と
推
計
さ
れ
ま
す
。

高
齢
者
・
要
介
護
者
な
ど
の
現
状
と
将
来
の
推
計

　
人
口
構
造
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
む

中
、
市
の
高
齢
者
は
、
現
在
約
７
，

０
０
０
人
で
、
３
・
５
人
に
１
人
が
65

歳
以
上
と
な
り
ま
し
た
。
戦
後
の
第
１

次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
65
歳
に
到
達

す
る
平
成
27
年
に
は
、
３
人
に
１
人
が

高
齢
者
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
今

後
ま
す
ま
す
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
見

込
み
で
す
。

　
だ
れ
も
が
健
や
か
で
生
き
生
き
と
生

活
す
る
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
主

体
的
に
活
動
で
き
、
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
場
合
で
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域

で
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
な

体
制
が
必
要
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
市
に
お

い
て
は
「
共
に
支
え
あ
い
な
が
ら
、
生

き
生
き
と
笑
顔
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く

り
」
を
基
本
理
念
に
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
地
域
の
関
係
者

や
関
係
機
関
と
の
様
々
な
連
携
を
も
と

と
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
推
進
し
ま
す
。

計
画
の
基
本
理
念
と
施
策
の
方
針

２
．
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数
は
、
高

齢
者
人
口
の
増
加
と
と
も
に
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

　
介
護
度
別
に
み
る
と
要
介
護
１
の
認

定
者
が
平
成
21
年
に
は
２
２
３
人
で
し

た
が
、
平
成
23
年
に
は
３
１
１
人
と

な
っ
て
お
り
、
88
人
（
39
・
５
％
）
増

加
し
て
い
ま
す
。
65
歳
以
上
の
第
１
号

被
保
険
者
の
認
定
率
に
つ
い
て
は
、
平

成
26
年
に
は
19
・
８
％
ま
で
上
昇
す
る

と
見
込
ん
で
い
ま
す
。
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※平成２１年～２３年までは各年９月末実績値、　
　平成２４年以降は推計値
※認定者数には４０歳～６４歳の認定者が含まれ
　ています

計画期間は平成24年度から平成26年度までの３年間

４９２ー５５８
（はーとふる）

介護支援課

特集❸

こ
の
「
第
５
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

目指す姿 住み慣れた地域で、共に支えあいながら
生き生きと笑顔あふれるまちづくり

1　高齢者の健康づくり（介護予防）を支援します
・介護予防についての理解の促進
・特定高齢者の把握の実施
・介護予防事業の推進

2　生きがいを持ち、社会参加できる機会を作ります
・老人クラブ・老人クラブ連合会活動の推進
・社会参加の推進

1　地域包括支援センターの機能を充実させます
・地域包括支援センターの周知活動
・各関係機関との連携強化

2　在宅福祉サービスを充実させます
・除雪サービスの強化
・家族介護用品の支給
・総合相談事業の充実

3　高齢者の見守り事業を充実させます
・緊急通報システム事業の利用促進
・給食サービス事業の利用促進
・地域見守り活動の推進
・安否確認訪問事業の開始
・高齢者世話付住宅への生活援助員派遣

4　認知症高齢者のサポート体制を整えます
・正しい知識の普及・啓発の推進
・認知症サポーター養成講座の開催

5　高齢者の尊厳の確保と権利擁護に努めます
・高齢者虐待の防止及び早期発見
・成年後見制度・権利擁護事業の普及・啓発推進
・養護老人ホームへの措置

1　緊急時や大規模災害時に対応できる体制を整備します
・災害時要援護者避難支援プランの策定

2　介護保険施設などの充実を目指します
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備
・特定施設入居者生活介護の整備

3　介護保険事業の円滑な運営に努めます
・介護給付費適正化事業
・的確な要介護認定の実施
・保険料賦課徴収事務
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